
  

 

墨田区 告示第 １ ３４号  

 

 墨田 区財政 状 況の公 表 に関す る 条 例（昭和 ５１ 年墨 田区 条例

第４号 ）第２ 条第 １項 の規定 に 基づ い て、平 成１７年 １０月１

日 か ら 平 成 １ ８ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 財 政 状 況 を 次 の よ う に 公

表しま す。  

 

  平 成１８ 年 ５月３ １ 日  

                             

墨田 区長   山  﨑    昇  
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 １  ま えがき  

 

区で は、区 の予算 と 収入・支出の 状 況を区 民の皆 さ んにお知

ら せ す る た め 、「 財 政 状 況 の 公 表 に 関 す る 条 例 」 に 基 づ く 公 表

を年２ 回行っ て います 。今回 は 、平 成 １７年 度下 半期 の財政 状

況をお 知らせ し ます。  

平成 １７年度 の我が 国経 済は 、前 年 度に引 き続き 景 気が回復

基調で 推移し た ことか ら、平 成１７ 年 度下半期 の 区財政 も、特

別区民 税や特 別 区交付 金 の収入 が 当 初見 込みを上 回るなど 、明

るい展 望が開 け てきま し た。  

こ う し た 中 で 、「 や さ し い ま ち 、 豊 か な ま ち 、 元 気 な ま ち 」

の実現 を目指 し て、基 本計画 事 業の 着 実な推進 と 防災対 策、子

育て支 援施策 、観光ま ち づくり 、区民 の健康づ くり 等の 優先性 、

緊急性 の高い 事 業に積 極 的に取 り 組 みま した。  

また 、路 上喫 煙等 防止 の事 前ＰＲ 経 費やひ とり親 家 庭等医療

費助成 事業費 の 追加等 に ついて は 補 正予 算で対応 し、まち づく

り事業 等で一 部 を翌年 度 に繰越 し た ほか は、予算 に計 上し た事

務事業 を予定 ど おり執 行 するこ と が でき ました。  

次に 予算の状 況です が 、一 般会計 で は平成 １７年 １ ０月１日

以降に 補正を 行 った結 果 、最 終予 算 額 は９０ ８億 ５０ ３万円 と

なりま した。  

また 、国民 健康保 険 特別会 計 及び老 人保健医 療特 別会 計、介

護保険 特別会 計 は、前 年度の 清算 を 行 う必要 があ るこ とから 補

正によ り対応 し ました 。その 結 果、最 終予算 額は それ ぞれ２ ５

４億１ ０２万 円 、１８ ８億７ １ ３万 円 、１１ ９億８６ ９７万円

になり ました 。  

 

 

 

 



  

 

２  平成１７ 年度墨 田区 各会 計予 算 の 収入及び 支 出の 概況  

  

平 成 １ ８ 年 ３ 月 末 日 現 在 の 平 成 １ ７ 年 度 一 般 会 計 の 予 算

現 額に対 する 執行 率は 、歳 入が ９０ ．６％、歳出が８ ５．３％

と なって いま す。  

なお、 事務処理 手 続き等 の 都合 で、 ３月 末日まで に執行で

き なかっ たも のは 、出納整 理期間（ ５月末 日）中に 適正に執

行 される 予定 です 。  

 ま た、平 成１７ 年 度予算 の各 会計 それぞ れの執 行 状況は次

のよ うになり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

３  区民負担 の概況  

 

 区 の施策を 実施す るた めに 必要 な 財 源として 、 区民の  

皆さ んに税や 各種使 用料 、手 数料 を 負 担してい た だい て  

いま す。この うち、 特別 区税 の予 算 額 と収入額 は 下表の  

とお りです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

４  区有財産 、一時 借入 金及 び公 債 発 行の現在 高  

 

 （ １）区有 財産  

 

  平成１８ 年３月 末日 現在 にお け る 区有財産 は 、下表 のと

お りです。  

   



  

 

 

（２ ）一時借 入金現 在高  

 

 こ の借入金 は、歳 入と歳 出 の時期 の関係で 、事務 事 業を執

行す るうえで 一時的 に資 金が 不足 す る とき、年 度内 償還 を条

件 に 市 中 銀 行 等 か ら 借 り 入 れ る も の で す 。 平 成 １ ７ 年 度 は 、

借り 入れを行 いませ んで した 。  

 

 

 

 

 

（３ ）公債発 行の現 在高  

 

 区の行 う事 業の うち、大 規模な建 設事業 などは、 一 時的に

多 額の費 用を 要す る一方 、将来 にわ たって 区民が 利 用できる

こ とから 、将来の 区民にも 負担を分 かつこ ととな る 公債（地

方 債）を 発行 して 、その 財 源に充 て ることが でき ま す。  

 平成１ ８年 ３月 ３１日 現 在の公 債 発行残高 は 、３ ９５ 億７

３ ５９万 円と なり ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

５  むすび  

 

以上、平成 １７ 年度下 半 期の財 政状 況に ついてお 知らせし

ま した。  

我が国 の景気 は 、回復 基 調が定 着し つつ あるとい われてい

ま すが、 平成１８ 年度の区 財政も 、 税制改 正や納 税 義務者数

の 増加も あり 、基 幹 的歳入 であ る 特 別区税 の増収 が 見込まれ

て います 。しか し 、国の「 三 位一 体 の改革 」による 補助金等

の 削減の 影響 も懸 念され 、今後 の 動 向には 引き続 き 注視する

こ とが必 要で す。  

このよ うな中 に あって 、全庁を 挙 げ て取 り組んで 来た行財

政 改革の 成果 を生 かして、 歳出の 圧 縮に努 めるな ど 、堅実な

財 政運営 を行 いつ つ、新基 本構想の 描く「 人が輝く  いきい

き  すみ だ 」の実 現 を目指 して 新し い基本 計画の 策 定に取り

組 んでい きま す。 さらに、 社 会経済 状況の 変化に 対 応し、安

心 安全ま ちづ くり 施策、子 育て支援 施策等 の優先 性 、緊急性

の 高い課 題に 対応 してい き ます。  

今後と も、効率 的 な事務 事 業の 執行 を図 り、健全 な行 財政

運 営に努 めま すの で 、区政 に対 する 区民の 皆さん の ご理解と

ご 協力を お願 いし ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 


